
     

①
口
座
振
替
で
納
め
て
い
る
方 

　
平
成
十
四
年
四
月
か
ら
、
振
替 

日
は
翌
月
末
日
と
な
り
ま
し
た
。 

　
し
た
が
っ
て
、
平
成
十
五
年
中 

に
振
り
替
え
さ
れ
た
の
は
、
平
成 

十
四
年
十
一
月
分
（
平
成
十
五
年 

一
月
六
日
振
り
替
え
）
か
ら
平
成 

十
五
年
十
月
分
（
平
成
十
五
年
十 

二
月
一
日
振
り
替
え
）
の
保
険
料 

ま
で
と
な
り
ま
す
。 

     

②
納
付
書
で
納
め
て
い
る
方 

　
領
収
証
書
を
見
て
、
納
付
し
た 

日
が
平
成
十
五
年
一
月
か
ら
十
二 

月
と
な
っ
て
い
る
分
に
つ
い
て
計 

算
し
ま
す
。 

     

③
前
納
で
納
め
て
い
る
方 

　
前
納
期
間
に
応
じ
た
金
額
と
な 

り
ま
す
。 

           

※
以
上
の
金
額
は
代
表
的
な
も
の 

　 

で
あ
り
、
付
加
保
険
料
を
納
め 

　 

て
い
た
り
免
除
期
間
の
保
険
料 

　 

を
追
納
し
て
い
る
場
合
な
ど
、 

　 

個
人
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
が 

　 

あ
り
ま
す
。 

 
※
納
付
金
額
が
不
明
の
方
は
、
多

　 
治
見
社
会
保
険
事
務
所
（
☎
　

　 

０
２
５
５
）
へ
お
問
い
合
わ
せ

　 

く
だ
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　

　
◇ 

　
詳
し
く
は
、
同
社
会
保
険
事
務 

所
へ
ど
う
ぞ
。 

           

　
本
市
陶
磁
器
業
界
の
中
堅
技 

術
者
を
養
成
す
る
た
め
、
平
成 

十
六
年
度
の
伝
習
生
を
募
集
し 

ま
す
。 

　
◆
資
格
　
▽
市
内
に
就
職
、 

ま
た
は
就
業
の
意
思
を
有
す
る 

年
齢
満
十
七
歳
以
上
満
二
十
七 

歳
以
下
の
方
　
▽
高
等
学
校
卒 

業
、
ま
た
は
こ
れ
と
同
等
以
上 

の
学
力
を
有
す
る
方
　
▽
身
体 

強
健
・
品
行
方
正
で
、
伝
習
に 

熱
意
を
有
す
る
方 

　
◆
養
成
期
間
　
四
月
一
日
か 

ら
一
年
間
。
た
だ
し
、
試
験
場 

 

の
業
務
に
支
障
の
な
い
場
合
は
、 

一
年
間
延
長
す
る
こ
と
が
で
き 

ま
す
。 

　
◆
募
集
人
員
　
若
干
名 

　
◆
授
業
料
　
免
除 

　
◆
必
要
書
類
　
伝
習
生
志
願 

書
（
試
験
場
で
交
付
）
、
最
終 

学
校
の
卒
業
（
見
込
み
）
証
明 

書
、
成
績
証
明
書
、
健
康
診
断 

書
、
履
歴
書 

　
◆
申
し
込
み
　
二
月
十
六
日 

（
月
）
〜
二
十
五
日
（
水
）
の 

午
前
八
時
三
十
分
〜
午
後
五
時 

（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）
に
試 

験
場
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

（
※
郵
便
で
の
書
類
請
求
や
提 

出
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
）
。 

　
◆
面
接
日
・
採
否
の
決
定
　 

申
込
者
に
面
接
日
を
連
絡
し
ま 

す
。
採
否
は
面
接
後
に
考
査
の 

上
決
定
し
、
通
知
し
ま
す
。 

◇
　 

　
詳
し
く
は
、
陶
磁
器
試
験
場
　 

（
☎
　
８
３
１
２
）
へ
ど
う
ぞ
。 
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市
立
陶
磁
器
試
験
場
・
セ
ラ
テ
ク
ノ
土
岐
の 

　
一
年
前
納
＝ 

　
　
　
　
一
五
六，

七
七
〇
円 

　
　
　
　
（
平
成
十
五
年
四
月
分
か
ら 

　
　
　
　
　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
分
） 

　
六
カ
月
前
納
＝ 

　
　
　
　
　
七
九，

一
五
〇
円 

　
　
（
平
成
十
五
年
四
月
分
か
ら
九
月 

　
　
　
分
・
平
成
十
五
年
十
月
分
か
ら 

　
　
　
平
成
十
六
年
三
月
分
） 

保
険
料
額
＝ 

　
　
月
×
一
三，

三
〇
〇
円 

◯２２ 

◯５９ 

伝
習
生
を
募
集

伝
習
生
を
募
集

伝
習
生
を
募
集

平
成
十
五
年
中
に
支
払
っ
た

平
成
十
五
年
中
に
支
払
っ
た 

国
民
年
金
保
険
料
額
の

国
民
年
金
保
険
料
額
の 

　
　
　
　
　
計
算
方
法

　
　
　
　
　
計
算
方
法 

　平成15年中に納付された国民年金保険料は、平成
15年分所得税確定申告書や平成16年度市県民税申告
書を作成する際に、全額「社会保険料控除」の対象
となります。 
　確定申告などをされる際には、国民年金保険料を
納付したときに交付される領収証書と下記の事項を
参考にして、控除額を記入してください。 

平
成
十
五
年
中
に
支
払
っ
た 

国
民
年
金
保
険
料
額
の 

　
　
　
　
　
計
算
方
法 

納
付
月
数 

保
険
料
額
＝ 

　
　
月
×
一
三，

三
〇
〇
円 

振
り
替
え
月
数 


